
業務No. 業務番号５

業務名称 児童保護措置費等支弁事務処理センター業務

業務フローNo. 業務フロー名称

【e-KAWASAKI】

「児童福祉法による児童入所施設措置費等請求フォーム」と

「【市外施設専用】児童福祉法による児童入所施設措置費等請求フォーム」を開きます。確認したい申込番号をクリックします。

【データ保存】

貼付されているファイルをダウンロードし、該当する施設・四半期の「精算」フォルダに格納します。

「精算」が無ければ作成します。

（再提出の場合）もし同じファイル名で新しいバージョンが送られてきている場合は、フォルダ内に「不要」という

名前の新規フォルダを作り、その中に古いバージョンのファイルを移した後に、新しいバージョンのファイルを格納してください。

【e-KAWASAKI操作】

「実行する処理を選択」から「審査開始」を選び、実行を押します。

二回確認のポップアップが出てくるので、全てクリックして進めます。

【検査確認用ファイルの作成】

ダウンロードした精算内訳書を選択しコピーします。

コピーしたファイル名の先頭に「検査確認用」を追加し、コピー元のファイル名の先頭に「元データ」を追加します。

修正は検査確認用のみに実施します。

修正セルは黄色＋コメント「事務C：修正理由」（個人名は記載不可）

【概算受領額の確認】

概算計画書と精算内訳書の「概算受領額」を対照（法定/法定外、事務費/事業費の合計も整合）

関数の範囲ずれがあれば修正します。

【単価の確認】

精算内訳書/最新の単価表/国からの単価改定通知/市の支弁基準を用意します。

精算内訳書の「単価」と単価表の「保護単価」を見比べ、異なっていたら単価表の数字に修正します。

（法定/法定外、月額/年額、上限実費を判別）

相違は検査確認用で単価修正します。

【支弁額の算定】

①単価×人員数で算定できる費目の場合

該当する費目に対応した根拠資料を用意し、精算内訳書に記載されている人員の数字が正しいかの照合を行います。

この時、根拠資料としての信憑性があるかどうかも判別します。（施設以外の期間による証明の有無）

根拠資料の疑義を発見した際にはSVに相談してください。

該当の費目の（最新の）支弁基準を確認します。基準に即して算出した人数と内訳書に記載のある人数を比較します。

人数に修正が必要な場合、該当のセルを修正します（検査確認用で黄色マーク・コメント）

単価が決まっている費目は単価×人員数で金額が自動算出されます。

人員数を修正したら金額もそれに合わせて変動しているか確認してください。（合計金額も併せて確認）

②実費で支弁する費目の場合

該当する費目に対応した根拠資料を用意し、精算内訳書に記載されている請求の数字が正しいかの照合を行います。

根拠資料として提出されるものは金額が確認できる領収書やレシートがほとんどです。

該当の費目の（最新の）支弁基準を確認します。算式に即して、合計金額を計算し内訳書の額と比較します。

額の修正が必要な場合、該当のセルを修正します（検査確認用で黄色マーク・コメント）

【不備対応】以下の2通り

①  【電話で依頼・回答】

各施設に架電し、担当者に口頭で根拠資料の再提出や疑義への回答を求めます。

簡単な確認や、質問・疑義が一つ二つ程度ならこれで充分です。

また、回答に急を要する質問がある場合も、電話で聞き取ってしまうのが早いです。

電話で疑義の確認を行った場合は、その質問内容と施設からの回答を電話台帳に記録してください。

②	【疑義をまとめてメールで送信】

事務処理センターで作成した、疑義を記載したExcelを児童福祉担当からメールで施設に送信していただきます。

質問・疑義が複数個に渡る場合や、回答に急を要さない場合はこちらの方法を使用します。

使用済みの疑義連絡票は、関連ファイルが格納されいるフォルダに、施設からの回答と併せて格納しておきます。

【合計金額の確認】

上記の手順で全ての費目に入力されている金額を確認したら、最後に精算内訳書の合計金額を確認します。

四半期/月次・法定/法定外・事務費/事業費の集計が正しいかを点検。

合計額・差額の数式が正しいセルを参照しているかを確認します。

【精算額の確認】

「合計－概算」で精算額を算出。プラスは追給額、マイナスは返納額へ数値を入力する

月ごとの合計にはこれまでと同様に計算式が入っています。

「法定（国加算）分」と「法定外（市加算）分」を合計するためシートを跨いでいます。

通年業務

事務処理センター 所管課 その他関係者 RPA等業務効率化ツール システム/Office 備考
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事業者（園）

[窓口]

事業者（園）

[郵送]

事業者（園）

[オンライン]

Excel

届出

収受印押印

書類記入・提出 レーンを跨ぐ

フロー

レーン内の

フロー
手作業で行う作業

受理

RPA等用いた手続分岐

XXの起案

情報システム等を

用いて行う作業

システム名

システム

FAQ表確認

他の業務フロー参照
結合子

通知書送付

e-KAWASAKI

申請データの保存 共有フォルダ

不備あり？

はい

いいえ

合計金額の確認
Excel

不備内容整理

申請

添付ファイル

ダウンロード

不備連絡

（架電）

疑義連絡票要？

いいえ

疑義連絡票作成 施設へメール送信

はい

回答／

再申請準備

検査確認用

ファイルの作成 共有フォルダ

概算受領額の

確認 Excel

単価の確認
Excel

支弁額の算定
Excel

精算額の確認
Excel

e-KAWASAKI審査開始に変更
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【一次チェック】

一次チェック担当・日付を記録

【二次チェック】

別担当が同手順で再検査（一次修正反映版を使用）

追加修正があれば同様に黄色＋コメント

完了後、進捗管理表に二次担当・日付を記録

【検査確認書の作成】

前回フォルダから雛形をコピー→年度/四半期/施設名/経営主体/内訳/検査日等を更新

児童福祉担当の担当者変更や施設種別に応じ、法令・条例表記も更新

【納品準備】

検査確認に使用したすべての名簿や根拠資料を印刷し、

精算内訳書に記載されている費目の順番になるように並べ替えます。

SV最終確認

納品

（市役所15階・

児童福祉担当）

納品物印刷

並び替え

受領

進捗管理表の

入力 Excel

二次チェック
Excel

検査確認書の

作成 Excel

名簿・根拠資料等

（印刷）



業務No. 業務番号５

業務名称 児童保護措置費等支弁事務処理センター業務

業務フローNo. 業務フロー名称

【申請書・根拠資料の受付」

①郵送申請の場合

川崎市新庁舎の児童福祉担当より郵便物を事務処理センターで引き取ります。

開封し、「事務C郵送物受領台帳」に受領日付・名前・種別・内容を入力します。

②e-KAWASAKIで申請する場合

	e-KAWASAKIにアクセスし、「【里親専用】川崎市里親委託措置費請求フォーム」を開きます。確認したい申込番号をクリック。

	添付されているファイルをクリックしてダウンロードします。

ダウンロードしたファイルは里親用フォルダの中にある「99_e-KAWASAKI」の中に、該当する月と格納日のフォルダを作り格納します。

格納後、ファイル名を「措置児童名　添付書類内容」に、それぞれの内容ごとに変更します。

	「実行する処理を選択」から「審査開始」を選び、実行を押します。二回確認のポップアップが出てくるので、全てクリックして進めます。

ダウンロードした画像ファイルを印刷します。画像の縦横に注意し、最も見やすくなるように印刷してください。

以上の申込書・根拠資料を里親の措置費に関わる書類だけを整理し（郵送の場合）、

里親の名前に従って前月の「在籍一覧」または「検査確認書」の順番に、e-KAWASAKIでの申請分も含めて並び替えます。

その月の処理待ちボックスに入れます。

【里親：在籍一覧の作成】

児童福祉担当より、福祉総合システムから抽出したCSVが、処理する該当の月のフォルダに格納されます。

新しいExcelファイルを開き、CSVのデータをすべてコピーして貼り付け、シート名を『元データ』に変更します。

『作業用』『決裁用』『前回データ』のシートを作ります。

①『作業用』シートを作ります：

・『元データ』はその月の前後を含めた三か月分がデータとして抽出されているので、1行目にフィルターをかけ、

A列「処理年月日」からその月に処理する一か月分だけを抜き出し、『作業用』に貼り付けます。

・『前回データ』に、前月の在籍一覧から「カナ氏名」「番号」「里親種別」「在学証明」「学年（手入力）」「学校種別」「児童所属」をコピーします。

・『作業用』に貼り付けたデータは里親の順番がバラバラなので「番号」の列を作り昇順に整理します。

（VLOOKUP関数を使って前回データの「番号」と「カナ氏名」を対応させる）

同様の手順を「里親種別」「在学証明」「学年（手入力）」「学校種別」「児童所属」で行います。

②『決済用』データを作ります：

・前月の在籍一覧を開き、一覧表の最上段をコピーします。

・今月分の『決裁用』に貼り付けます。

・今月分の『作業用』から必要な項目のデータをコピーし、『決裁用』の表に合うように貼り付けます。

・「里親種別」の下に種別ごとの数を記載します。種別は「養育」「縁組」「親族」「専門」の四種類です。数えたら合計数も記載します。

・今月の里親登録状況の変動を記載します。表の下に図形（形式は問わない）を挿入し、そこに児童の異動状況を記載します。

各児童相談所から提出された異動報告を印刷し、「措置開始」「措置停止」「措置解除」になった児童の名前と該当期間、措置日数を図形の上に書いていきます。

【ファミリーホーム・児童自立生活援助事業所III型：在籍一覧の作成】

里親同様に、児童福祉担当から提供されたCSVをベースに在籍一覧を作成します。

【在籍一覧の印刷】

以上完了後、印刷範囲を調整し、A4横向き二枚程度で印刷します。

【里親委託措置費内訳書の作成：当月分シートの作成】

作成する里親の措置費内訳書のExcelを開きます。全世帯でフォーマットは共通です。

作成する対象は在籍一覧に記載されている里親家庭全てです（約70～80世帯）

前月分のシートをコピーして当月分を作成します。シート名と上部の月数を変えます。

コピーしたシートから『実費』で支払われている金額を消します。

【里親委託措置費内訳書の作成：単価の検査】

前月からコピーしたシートの単価が間違っていないか確認します。この時、『法定分』か『法定外分』かで確認する支弁基準が変わります。

該当する単価の横のセル（児童名の下）に金額を入力します。

【里親委託措置費内訳書の作成：実費の検査】

請求書類を確認します。資料に書き込みを行うときは赤のボールペンを使用してください。

実費の費目を確認する上で重要なのはかかった金額が客観的に証明できる資料が添付されているかになります。

・第三者による証明がされている場合：請求書以外に資料が無ければ、その金額を正しいものとして計上します

・領収書や振込控え等の証明書が存在する場合：添付されている資料と請求書の金額を照らし合わせて確認します。

この作業では金額それぞれに番号を振り、証明書の対応する金額にその番号を割り当てていきます。

支弁基準を確認します。この時、『法定分』か『法定外分』かで確認する支弁基準が変わります。

請求書の右上に法定・法定外の区分と金額を記載します。センターでは法定分を『国』、法定外分を『市』と記載します。

なおその他記載内容については、修正する内容等によっても異なる。

該当する単価の横のセル（児童名の下）に金額を入力します

上記が完了したら、『法定分の医療費』は赤い付箋、『法定外分の学習支援費』は青い付箋を書類右側に貼ってください。

（当該費目は措置費内訳書には記載しない）

【ファミリーホーム・児童自立生活援助事業所III型：内訳書の作成】

ファミリーホーム：各施設用のExcelに当月分のコピーを作成し、里親と同様に検査を行います。

児童自立生活援助事業所III型：各里親用のExcelに当月分のコピーを作成し、里親と同様に検査を行います。

【里親委託措置費内訳書印刷】

措置費内訳書を印刷します。

措置費内訳書と添付資料を、措置費内訳書に並んでいる費目の順番に並べ替えます。

全員分の印刷が完了したら、在籍一覧の順番に並び替えます。

【本体検査確認書の作成:里親】

本体検査確認書のExcelを開き、在籍一覧の順番に上から並べ、『法定分』と『法定外分』の金額をそれぞれ入力します。

全世帯分入力が完了したら最下部に以下を入力・確認します。

「計」（数式あり）、「初日在籍人数」（手入力）、日付（納品日）、検査員（児童福祉担当の里親担当）
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【ファミリーホーム・児童自立生活援助事業所III型：本体検査確認書の作成】

ファミリーホーム：内訳書のシート下部に検査確認書が自動入力されるので、日付を納品日に変更します。印刷します。

児童自立生活援助事業所III型：里親と同等の手順で検査確認書を作成します。

この際、医療費等の請求があれば、同様に別途の検査確認書を作成します。

【特殊な費目の検査確認書の作成】

『法定分医療費』『法定外分学習支援費』：専用の検査確認書に付箋を貼ったこの費目の分だけ金額を入力します。

『委託前養育生活費等支援費』：委託児童を元々措置していた施設から『委託前養育生活費等支援費請求書』が提出されるので、

その分を専用の検査確認書に入力します。

『レスパイトケア（里親）』：各児童相談所からの異動報告にレスパイトケアの実績が載っているのでそれを参照します。

「★施設＆里親のレスパイトケア支払実績・里親の検査確認書.xlsx」のExcelを開き、対象年度のシートに当月実績を入力します。

その後同ブック内の別シートから検査確認書をコピーし、同様の当月実績を入力します。

【本体検査確認書の印刷】

検査確認書を印刷します。

検査確認書に入力した全ての『法定分』と『法定外分』の金額を、措置費内訳書と照らし合わせます。誤りがあったら訂正の上再印刷します。

【不備対応】

疑義が生じた場合には、架電をします。つながらない場合は手紙を送付します。

コリーグでダブルチェック後に、SVが最終確認を行う。

なお、ファミリーホーム、児童自立生活援助事業所Ⅲ型関連については、特段請求が来ない限り、SV1人で事務作業をおこなう

（前月の内容と同じであるため）

【納品準備】

作成・印刷した納品物を整理します。

・里親関連：検査確認書、在籍一覧、異動報告、措置費内訳書（添付付き）

・請求が発生している場合に必要なもの：医療費検査確認書、学習支援費検査確認書、委託前養育生活費等支援費検査確認書、レスパイトケア検査確認書

・ファミリーホーム関連：検査確認書（施設数分）、在籍一覧、措置費内訳書

・児童自立生活援助事業所Ⅲ型関連：検査確認書、在籍一覧、措置費内訳書

【納品】

SVが最終確認をします。

最終確認が終わったら、市役所15階で児童福祉担当に納品します。

SV最終確認

納品

（市役所15階・

児童福祉担当）

の作成

納品準備

受領

Excel

検査確認書印刷

検査確認書

（印刷）

上記作業中に疑義あり？

はい

いいえ

不備内容整理

不備連絡

（架電）

電話つながる？

はい

いいえ
回答／

再申請準備

疑義（手紙）

手紙送付


